
 

 

村では地元地域の活性化を目的として田舎暮らしを希望される方に

空家情報等を提供し「元気な村づくり」に取り組みます。この取り組み

のため、村内の売却・賃貸可能な土地・建物の情報を募集します。応募

いただいた土地・建物の掲載から売却までの手続きは以下の通りです。 

１．応募された土地・建物は村のホームページに掲載します。 

２．掲載内容は、土地・建物の公簿面積、住所、番地、写真、販売価格

賃貸価格等で、氏名は掲載しません。 

３．村は、買主から連絡があればお話しを伺い、その後、売主へ連絡し

ます。 

４．交渉は、売主・買主の本人同士で直接行って頂きます。 

 

① 相談・応募        ③ホームページに掲載         

② 調査・確認        ④購入・賃貸の連絡          

⑤買主の要望伝達       ⑥売主へ連絡するように依頼         

⑦買主は売主へ直接交渉 

 

 

 

 

 

 

平成２２年１月 

問い合わせ先：総務課 定住促進係 


